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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　押出されるべき橋桁の支間の中央部に立設される支柱と、この支柱の頂部に設けられる
サドルと、
　両端部の夫々を前記橋桁の支間方向の前後に対して定着し、中央部を前記サドルに対し
て滑動自在に張架してなる斜材と、
　前記サドルを上下に移動させて前記斜材の引張力を調整する前後で一対に配置された引
張力調整手段と、を含み、
　前記サドルが、前記一対の引張力調整手段により前後で吊下支持されていることを特徴
とする、押出し工法における橋桁の支持構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、プレストレストコンクリート橋の架設工法の一つとして一般に知られている押
出し工法において、押出し架設時に橋桁に生ずる曲げ応力に抵抗する目的で用いられる橋
桁の支持構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のこの種の橋桁の支持構造としては、例えば、押出し架設されるべき橋桁の支間の中
央部に立設される支柱と、一方の端部を支柱の頂部に定着し、他方の端部を橋桁の支間方
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向の前部に定着して張架してなる前部斜材、及び一方の端部を支柱の頂部に定着し、他方
の端部を橋桁の支間方向の後部に定着して張架してなる後部斜材からなる仮設斜材と、支
柱の頂部を上下に移動して仮設斜材の引張力を調整するジャッキとを含むものが知られて
いる。
【０００３】
かかる橋桁の支持構造によれば、ジャッキを用いて支柱の頂部を上下に移動させて仮設斜
材にあらかじめ設定された値の引張力を導入することにより、橋桁の片持ち張り出し部に
上昇力を与えることが可能となることから、隣接する製作ヤードで製作した橋桁を押出し
装置を用いて片側から順次押出して大スパンの架設を行うことができる。
【０００４】
ところで、仮設斜材に導入された引張力は、押出し架設に伴う、橋桁の片持ち張り出し部
の長さ寸法の変化、橋脚による橋桁の支持位置の変化、仮設斜材から本設斜材への引張力
負担の一部盛り替えなどにより複雑に順次変動する。このため、従来における押出し架設
では、仮設斜材の引張力の変動をリアルタイムで測定し管理しながら、支柱の頂部の上下
移動を行い、これによって仮設斜材の引張力を調整することとしていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の橋桁の支持構造では、押出し架設時に仮設斜材の引張力が複雑に順
次変動する結果、前後で異なる値となりアンバランスになっても、当該引張力の調整が支
柱の上下移動のみによってしか行えず、前後で別個に行えないため、かかるアンバランス
の解消が実際上かなり困難であり、片持ち張り出し部が上又は下へと撓んでしまう等、ひ
びわれの発生ひいては落橋の虞が生じてしまう。
【０００６】
一方、従来の橋桁の支持構造において、前後に二列に配置したジャッキを用いてかかるア
ンバランスを解消しようとすると、上記複雑に順次変動する引張力を瞬時に的確に調整す
ることは事実上不可能であり、かかるアンバランスが解消されるまでに相当の時間が経過
してしまうことから、ひびわれの発生ひいては落橋の虞を除去できない。
【０００７】
そこで、本発明の目的は、押出し架設時に斜材の引張力が複雑に順次変動しても、前後で
アンバランスにならず、ひびわれの発生ひいては落橋の虞の生じない、押出し工法におけ
る橋桁の支持構造を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明に係る押出し工法における橋桁の支持構造は、押出
されるべき橋桁の支間の中央部に立設される支柱と、この支柱の頂部に設けられるサドル
と、両端部の夫々を前記橋桁の支間方向の前後に対して定着し、中央部を前記サドルに対
して滑動自在に張架してなる斜材と、前記サドルを上下に移動させて前記斜材の引張力を
調整する前後で一対に配置された引張力調整手段と、を含み、前記サドルが、前記一対の
引張力調整手段により前後で吊下支持されていることを特徴としている。
【０００９】
即ち、本発明は、中央部を支柱頂部のサドルに対して滑動自在に張架した斜材によって橋
桁の前後を吊下支持し、サドルの上下移動による斜材の引張力の意識的調整及びサドル上
での斜材の滑動による斜材の引張力の無意識的調整を重畳的に行いながら橋桁の押出し架
設をすることにより、斜材の引張力が複雑に順次変動しても、前後でアンバランスになら
ず、ひびわれの発生ひいては落橋の虞の生じない、押出し工法における橋桁の支持構造の
実現をするものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。
図１は、本発明の一実施の形態に係る押出し工法における橋桁の支持構造の全体概略を示
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す側面図、図２は、当該押出し工法における橋桁の支持構造の支柱近傍の部分詳細を示す
正面図（図２ａ）及び側面図（図２ｂ）、図３は、当該押出し工法における橋桁の支持構
造のサドルの詳細を示す斜視図、である。
【００１１】
図１及び図２において、符号Ｈは、押出されるべきプレストレストコンクリート製の橋桁
、符号Ｋは、当該橋桁Ｈ及び将来構築する橋桁を連続的に支持する橋脚、符号Ｙは、鉄筋
の組立、コンクリートの打設等を行って橋桁Ｈの分割製作をする製作ヤード、符号Ｄは、
現に供用されている既設道路、を示している。
【００１２】
また、符号１は、この橋桁Ｈの支間の中央部に立設される支柱、を示している。これは、
本設である主塔１ａと、この主塔１ａの頂部に一体に立設される仮設であるピロン柱１ｂ
とから構成されている。尚、本実施の形態に係る橋桁Ｈは、供用開始後は既設道路Ｄ上を
高架する高速道路の架道橋として利用されるものである。
【００１３】
更に、符号２は、このピロン柱１ｂの頂部に設けられるサドル、符号３は、両端部の夫々
を前記橋桁Ｈの支間方向の前後に対して定着し、中央部を前記サドル２に対して滑動自在
に張架してなる仮設斜材、を示している。
【００１４】
更にまた、符号４は、前記サドル２を上下に移動させて前記仮設斜材３の引張力を調整す
る引張力調整手段たるリフティングジャッキ、を示している。これは、定着具４ａを用い
てサドル２を一体に吊下支持する鉛直鋼材４ｂと、この鉛直鋼材４ｂを介してサドル２を
上下に移動させるジャッキ本体４ｃと、ピロン柱１ｂの頂部において当該ジャッキ本体４
ｃを受けて支持するジャッキ受桁４ｄとから構成されている。
【００１５】
また、符号５は、橋桁Ｈの片持ち張り出し部の実質長さを短くし、押出し架設時に生ずる
曲げ応力を低減する手延べ桁、符号６は、手延べ桁５に上昇力を与え、押出し架設時に生
ずる曲げ応力を低減する仮設水平材、符号７は、橋桁Ｈの押出し架設の過程において順次
張架される本設斜材、を示している。
【００１６】
本実施の形態において、サドル２は、図３に示すように、前後で放射状に列状配置され、
上端部でもって仮想の曲面を形成している板状部材１１と、これらの板状部材１１と一体
になって強靱な構造の実現をする構造部材１２と、リフティングジャッキ４の構成要素た
る鉛直鋼材４ｂが挿通され、前後で一対となっている鋼管１３と、上記仮想の曲面に沿う
曲率を有していると共に仮設斜材３が滑動自在に張架され、左右で一対となっている半割
ベント管１４とから構成されている。
【００１７】
次に、本実施の形態に係る押出し工法における橋の支持構造の作用について図１～図３を
用いて説明する。
【００１８】
まず、準備作業として、製作ヤードＹにおいてコンクリートを打ち継ぎながら製作された
橋桁Ｈの支間の中央部において主塔１ａ及び頂部にサドル２を有するピロン柱１ｂを立設
する。そして、仮設斜材３の両端部の夫々を前記橋桁Ｈの前後に対して定着し、中央部を
サドル２に対して滑動自在に張架し、更に橋桁Ｈ及び手延べ桁５の間において仮設水平材
６を張架する。
【００１９】
続いて、一方では、仮設斜材３に対してあらかじめ設定された値の引張力が導入されると
、橋桁Ｈの片持ち張り出し部に上昇力が与えられ、他方では、仮設水平材６に対してあら
かじめ設定された値の引張力が導入されると、手延べ桁５に上昇力が与えられる。これに
より、橋桁Ｈ及び手延べ桁５は本実施の形態に係る押出し工法における橋桁Ｈの支持構造
によって安定的に支持された状態におかれる。
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【００２０】
このような状態において橋桁Ｈの押出し架設が行われる。即ち、仮設斜材３の引張力の変
動をリアルタイムで測定し管理しながら押出し装置（図示外）を用いて橋桁Ｈを片側から
順次押出してゆき、仮設斜材３から本設斜材７への引張力負担の一部盛り替え、手延べ桁
５架設後における本設水平材の引張力の解放等のプロセスを経た後に、最終的には既設道
路Ｄ上への橋桁Ｈの架設が完結するのである。
【００２１】
このとき、押出し架設に伴う、橋桁Ｈの片持ち張り出し部の長さ寸法の変化、橋脚Ｋによ
る橋桁Ｈの支持位置の変化、及び仮設斜材３から本設斜材７への引張力負担の一部盛り替
えなどにより、仮設斜材３に導入された引張力が複雑に順次変動する結果、当該引張力が
前後で異なる値となりアンバランスが生じようとする。
【００２２】
しかし、本実施の形態では、サドル２の上下移動により仮設斜材３の引張力が意識的に調
整されるというだけでなく、サドル２の上下移動の有無に関係なく、仮設斜材３がサドル
２上において自己修正的に滑動し、当該引張力が無意識的に瞬時にバランス調整されるか
ら、当該引張力は前後で異なる値となってアンバランスが生ずる事態は未然に回避される
ことになる。
【００２３】
従って、本実施の形態によれば、中央部を支柱１頂部のサドル２に対して滑動自在に張架
している仮設斜材３によって橋桁Ｈの前後を吊下支持し、仮設斜材３の引張力の意識的調
整及び無意識的調整を重畳的に行いながら橋桁Ｈの押出し架設を行うことができるので、
仮設斜材３の引張力が複雑に順次変動することとなっても、前後でアンバランスになるこ
とはなく、橋桁Ｈの片持ち張り出し部が上又は下へと撓んでしまうことにはならない。よ
って、ひびわれの発生の虞がないし、落橋の虞も勿論生じない。
【００２４】
【発明の効果】
本発明によれば、以上のように構成したため、押出し架設時に斜材の引張力が複雑に順次
変動しても、前後でアンバランスにならず、ひびわれの発生ひいては落橋の虞の生じない
、押出し工法における橋桁の支持構造の実現が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係る押出し工法における橋桁の支持構造の全体概略を示
す側面図である。
【図２】本発明の一実施の形態に係る押出し工法における橋桁の支持構造の支柱近傍の部
分詳細を示す正面図及び側面図である。
【図３】本発明の一実施の形態に係る押出し工法における橋桁の支持構造のサドルの詳細
を示す斜視図である。
【符号の説明】
１…支柱
１ａ…主塔
１ｂ…ピロン柱
２…サドル
３…仮設斜材
４…リフティングジャッキ
４ａ…定着具
４ｂ…鉛直鋼材
４ｃ…ジャッキ本体
４ｄ…ジャッキ受桁
５…手延べ桁
６…仮設水平材
７…本設斜材
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１１…板状部材
１２…構造部材
１３…鋼管
１４…半割ベント管
Ｈ…橋桁
Ｋ…橋脚
Ｙ…製作ヤード
Ｄ…既設道路

【図１】 【図２】
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【図３】
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